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の
判
断
で
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

■
投
票
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
守
り
ま

　

し
ょ
う

　

投
票
日
に
投
票
所
の
入
口
な
ど

で
、
投
票
を
依
頼
し
た
り
、
投
票

し
た
候
補
者
の
名
前
を
聞
い
た
り

す
る
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
投
票
所
内
で
は
、
係
員
の
支

持
に
従
っ
て
投
票
す
る
と
と
も
に
、

ほ
か
の
人
の
記
載
を
の
ぞ
か
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

投
票
の
公
正
を
守
る
た
め
に
も
、

投
票
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
を
守
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

■
投
票
時
間
と
投
票
所

　

投
票
時
間
は
、
市
内
全
投
票
所

と
も
午
前
７
時
か
ら
午
後
７
時
ま

で
で
す
。
投
票
所
は
、
選
挙
管
理

委
員
会
で
発
行
す
る
入
場
券
に
記

■
あ
な
た
の
一
票
が
将
来
を
決
め

　

ま
す

　

国
会
は
、
衆
議
院
と
参
議
院
で

構
成
さ
れ
る
国
権
の
最
高
機
関
で

あ
り
、
唯
一
の
立
法
機
関
で
す
。

参
議
院
議
員
の
任
期
は
６
年
で
、

選
挙
は
定
数
の
半
分
ず
つ
、
３
年

に
一
回
行
わ
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
一
票
が
日
本
の
将
来

を
決
め
ま
す
。
棄
権
せ
ず
に
積
極

的
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

■
自
分
で
決
め
て
投
票
を

　

選
挙
は
、
複
数
の
候
補
者
か
ら

選
ぶ
こ
と
に
な
る
た
め
、
候
補
者

の
政
見
な
ど
を
知
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
で
の
政

見
放
送
や
選
挙
公
報
、
街
頭
演
説

な
ど
を
積
極
的
に
利
用
し
て
、
人

情
や
利
害
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
ら

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
確
認
を

お
願
い
し
ま
す（
投
票
所
の
一
覧
を

次
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）。

■
入
場
券
を
忘
れ
ず
に

　

投
票
の
際
は
、
入
場
券
を
持
参

し
、
投
票
所
の
受
付
係
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
入
場
券
を
忘
れ
た

り
、
紛
失
し
た
り
し
た
場
合
は
、

受
付
係
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
、
再

発
行
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

係
員
が
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
投
票
用

紙
を
交
付
し
ま
す
。

■
投
票
は
自
書
式
で
す

　

参
議
院
議
員
の
投
票
は
、
選
挙

区
選
挙
、
比
例
代
表
選
挙
の
い
ず

れ
も
自
書
式
で
す
。
選
挙
区
選
挙

で
は
候
補
者
名
を
、
比
例
代
表
選

挙
で
は
候
補
者
名
ま
た
は
政
党
名

を
、
そ
れ
ぞ
れ
は
っ
き
り
と
記
入

し
て
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　

（
�
内
線
１
９
２
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第　

回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
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〜
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
は
7
月　

日（
土
）ま
で
〜
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▽
投
票
日
＝
７
月　

日（
日
）　

▽
投
票
時
間
＝
午
前
７
時
〜
午
後
７
時
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第　

回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が
、
７
月　

日（
日
）に
行
わ
れ
ま
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11

す
。
候
補
者
や
政
党
な
ど
の
政
見
を
確
か
め
、
よ
く
考
え
て
棄
権
せ

ず
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
今
回
の
選
挙
か
ら
入
場
券
が
は
が

き
に
変
わ
っ
て
い
ま
す（
詳
し
く
は
、広
報
大
船
渡
〜
お
知
ら
せ
版
〜

６
月　

日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

21

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

〜投票所での投票の流れ〜 ※投票の流れおよび配列は一般的
　なモデルであり、イメージです。

①　受付係・名簿対照係

②　投票用紙交付係

③　投票記載台

④　投票箱（選挙区）

⑤　投票用紙交付係

⑥　投票記載台

⑦　投票箱（比例代表）

▼

▼

▼

▼

▼

▼

①

②③

④

⑤
⑥

⑦

（5）広報大船渡
22.７.５（No.942）

●投票所・投票区域一覧表●
投　票　区　の　区　域投　　票　　所 投票区名町　別

吉野町、上木町、木町、本町、愛宕町、八幡町カメリアホール第１投票区

盛　 町 桜場、旭町、田茂山一区、田茂山二区、御山下、盛雇
用住宅

総合福祉センター第２投票区

富沢一区、富沢二区、地ノ森一区、地ノ森二区、雇用
住宅、赤沢団地、赤沢、県立病院合同公舎

地ノ森二区公民館第３投票区

大船渡町

上山、中央通、台町大船渡保育園第４投票区

茶屋前、南町、明土、須崎大船渡青少年会館（南町公民館）第５投票区

屋敷、明神前、田中、川原、明神前団地大船渡地区公民館 第６投票区

北笹崎、南笹崎、浜町、永沢大船渡小学校第７投票区

平一区、平二区、宮ノ前、下船渡下船渡公民館第８投票区

船河原、峰岸、内田、細浦、神坂、中野内田公民館第９投票区

末 崎 町 小細浦、平、小田、梅神、小河原、門之浜ふるさとセンター第10投票区

中井、西舘、泊里、碁石、三十刈、山根碁石地区コミュニティセンター第11投票区

中井一区、中井二区、沢田、佐野沢田公民館第12投票区

赤 崎 町

宿、後ノ入、大洞、生形、山口漁村センター（赤崎）第13投票区

大立、永浜永浜地区漁村センター第14投票区

清水、上 ノ浦、下 ノ浦ノ浦漁村厚生施設 第15投票区

長崎、外口長崎担い手センター第16投票区

合足合足ふるさとセンター第17投票区

大野大野公民館 第18投票区

猪 川 町
上久名畑、下久名畑、新道、下権現堂、前田猪川地区公民館第19投票区

下富岡、上富岡、長谷堂、長谷堂団地、上中井、下中
井

しんしん館（長谷堂公民館） 第20投票区

上手、平田、和村、川原、田谷、町場、大畑野生活改善センター第21投票区
立 根 町

久保、菅生、下欠菅生公民館第22投票区

甲子、鷹生鷹生地域多目的集会センター第23投票区

日頃市町

平山、小通小通活性化施設第24投票区

長安寺、板用、川内板用多目的集会センター第25投票区

宿、関谷、坂本沢日頃市地区コミュニティセンター第26投票区

大森大森公民館第27投票区

田代屋敷、石橋、長岩田代屋敷公民館第28投票区

小路小路公民館第29投票区

三 陸 町
綾 里

石浜、田浜、港下、港上、岩崎下綾里地区公民館 　第30投票区

岩崎上、野形、宮野西、宮野東宮野地区活動センター第31投票区

野々前野々前しおさい会館第32投票区

白浜漁村センター（綾里）第33投票区

砂子浜砂子浜生活改善センター 第34投票区

小石浜小石浜公民館第35投票区

甫嶺東、甫嶺西、上甫嶺甫嶺地区集会施設第36投票区

三 陸 町
越 喜 来

泊泊公民館第37投票区

崎浜西、崎浜東崎浜コミュニティ消防センター第38投票区

浦浜南、浦浜西の一部、浦浜仲、浦浜東三陸公民館第39投票区

浦浜西の一部（字小出の一部）遊・YOU・亭夏虫第40投票区

大野、中通、下通、上通、後山、扇洞吉浜地区拠点センター第41投票区

三 陸 町
吉 浜

増舘増舘会館第42投票区

根白西、根白東根白会館第43投票区

千歳千歳公民館第44投票区


